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要 旨

財務省の作成する法人企業統計のうち，季報として公表されている四半期調査と，総務省統
計局が 5年周期で実施している事業所・企業統計調査を企業単位および事業所単位で組み合わ
せて利用すれば，地域ごとの経済活動水準を表現する指標を作成することができる．本論文は，
その作成手順を記述するとともに，指標作成の意義，結果の解釈と今後の公的統計のあるべき
姿を提示している．

キーワード：地方経済指標，ミクロデータ，完全照合，法人企業統計，事業所・企業
統計．

1. はじめに

財務省が作成・公表している「法人企業統計」の四半期調査では，法人の基本的な活動を継
続的に把握しているが，本社を対象として調査することから，現在の集計は全国集計が基本で
ある．その主な理由は，本社は東京，大阪などの大都市圏に設置されており，その活動を本社
所在地で集計してもほとんど意味がないという点にある．企業活動の中心を占める，全国的に
展開している大企業であれば，本社所在地という地域の意味は限定的とならざるを得ない．
経済活動に関して，月次や四半期で入手可能な統計としては，生産動態統計，商業動態統計

（公表は商業販売統計），輸送統計などがある．しかしながら，これらは基本的に事業所に関す
る情報であり，支所を持たない小規模企業は別として，経済活動の重要な部分を占める大規模
企業の活動を総合的に反映するものとは言えない．そのため，企業全体の活動を明らかにする
という点に法人企業統計の重要性が認められる．それにもかかわらず，上述のとおり，経済活
動に関する地域的な情報を得られていないのが現状である．
ここで，法人企業統計の四半期調査で得られる全国的な経済活動に関する情報を，何らかの

手段で地域に分割することができれば，付加価値を生み出す企業活動が各地域でどのように実
施されているのか，生み出された価値が各地域に与える影響はどの程度か，などを把握するこ
とができる．
このような目的を達成するために，本稿では，企業活動を地域に分割し，各地域の経済活動

に関する指標を作成する方法を提示する．以下で提案する指標を「法人企業地域活動指数」と
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呼ぶ．
なお，2007年に制定された新統計法において行政資料の活用が促進されることが期待される

が，近い将来，行政資料の活用範囲が拡大されたとしても，現在の行政および統計に関する制
度の下では，法人企業に関する正確な地域情報を入手することは不可能である．したがって，
ここで提案する手法の利用価値は相当の期間にわたって持続するものと考えられる．

2. 手法の概要

2.1 対象企業
法人企業統計調査（四半期調査）においては，資本金規模 10億円以上の法人企業（約 5,700社）

は，毎期全数調査の対象として調査されている．そこで，これらの継続的に調査される法人を
対象とした時系列データを利用して指標を作成することができる．
調査手法の詳細は財務総合政策研究所（2008）に掲載されているとおりであり，実際は，10億

円未満の企業の一部も継続的に調査される場合がある．2008年 12月時点の標本設計では，資
本金規模 1–10億円の層に対しては企業の資本金を利用した確率比例抽出を採用し，6億円を抽
出間隔としているため，結果的に，資本金 6億円以上の企業は必ず標本に含まれる．したがっ
て，指標を計算する対象に，これらの法人を追加することもできる．ただし，6億円以上とい
う区切りは一般の理解を得ることが難しい上，標本調査の設計次第で変動する可能性がある．
実際，資本金規模 1–10億円の階層に関しては，間もなく，標本設計が変更される予定である．
したがって，指標を継続的に公表することを考えれば，明確に全数調査として実施されている，
資本金規模 10億円以上の階層を対象として地域経済指数を構築することが望ましいし，利用
者にとっても明快な層区分となる．
法人企業統計調査では，回収率も信頼できる水準を維持している．速報化を推進したことも

あって，最近では回収率が低下したとはいえ，たとえば平成 16年 1–3月期では資本金 10億円
以上の対象法人 5,692社のうち 5,220社，91.7％が集計されている．資本金 10億円以上の企業
の多くが全数調査の対象として毎回の調査で対象となることを認識し，調査に協力的であるこ
とからも，この階層の法人を対象とすることが妥当である．さらに，法人企業統計では，規模
の小さい企業の参入・退出と名簿改訂作業の日程から，経済状況を反映しない季節的な偏りが
発生することが，Yoshizoe et al.（1995）などによって指摘されている．このことからも，大規
模法人を対象とすることが適切と判断される．
なお，平成 20年から調査対象として新たに金融業，保険業が加えられた．これらの業種で

は調査事項に大きな違いがあることを考えると，従来からの製造業・非製造業と共通する指標
として採用可能な変数が限定される．当然ながら，継続的に公表される地域経済活動指数にお
いては，全産業を対象とすることが望ましい．そのため，本論文では，従来の製造業・非製造
業に金融・保険業を追加した場合にも適用可能な手法を提示している．

2.2 地域経済指標の作成方法
総務省が実施する事業所・企業統計調査では，すべての事業所を対象として事業所の活動に

関する基本的な項目が調査され，特に「本所・支所の別」が明らかにされる．ここで本所（本
社・本店を指す）とは，他の場所に同一経営の支所（支社・支店などを指す）があって，それら
を統括している事業所である．実際には表 1に見るように，支所を持たない小規模の単一事業
所企業が数の上では圧倒的に多い．
企業の構造を明らかにするために，総務省では調査票に記入された情報を用いて，本所と支

所の対応関係を作成している．所在地情報，企業名などを利用した各事業所の照合を名寄せと
呼ぶが，表 1は平成 13年調査の単独事業所及び本所事業所と国内支所事業所の名寄せによる集
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表 1. 企業数，事業所数及び従業者数（名寄せ結果）．

計結果である．この表の企業数，事業所数および従業者数を見ると，企業総数約 158万社のう
ち，単一事業所企業が約 136万社と 86％を占め，複数の事業所を持つ企業は約 22万社，14％し
かない．
しかし，複数の事業所を持つ企業は規模が大きく，1企業あたりの従業者数では単一事業所

企業の 9.7人に対して，109.1人と 10倍以上となっている．資本金 10億円以上の企業の中で
も，単一事業所企業と複数事業所企業の従業者規模には 101.8人対 1,785.6人と約 17倍の格差
がある．したがって，このような大規模企業を対象とする場合には，支所を含めた企業活動の
評価が必要となることは明らかである．この目的のため，6節に記述するように，本所事業所
の調査票情報である「名称・所在地」と，支所事業所の調査票情報の「本所・本社の名称と所
在地」を照合することによって，本所と支所を対応させる作業を実施した．
昭和 56（1981）年から平成 13（2001）年までの法人数の時間的な変化を資本金階級別に記した

表 2によると，資本金 10億円以上の法人企業はこの 20年間に 2,351社から 6,143社へ大きく
増加している．
法人企業統計（四半期調査）では，財務諸表や設備投資など企業全体の意思決定に関わる情報

が収集されているが，支所に関してはその数を含めて情報は全く収集されていない．他方で，
事業所・企業統計調査では事業所の産業分類，従業者数などが調査されるが，売上などの経営
項目は把握されていない．事業所・企業統計調査は全数調査だから，法人企業統計調査におい
て全数調査の対象とされる資本金階級 10億円以上の法人に関しては，両方の調査で異なった

表 2. 資本金階層別法人数．
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表 3. 資本金階層別法人数（平成 13 年度，財務省）．

情報が把握されている．二つの統計を照合することによって，事業所・企業統計調査から，こ
れらの企業がどの地域に支所事業所を所有しているかを確定した上で，法人企業統計調査から
四半期ごとの経済活動を知ることができる．
表 3に平成 13年度の法人企業統計で調査対象とされた法人数を示す．この表で資本金 10億

円以上の法人数が 5,559社と，平成 13年事業所・企業統計の 6,143社より少ないのは，財務省
の調査では，平成 19年度までは金融業，保険業などが調査対象外とされていたためであり，概
念を調整すれば，ほぼ一致することになる．
やや注意が必要なのは，最近の速報化への強い要望に応えて，対象企業からの調査票回収締

切期限を短縮したため，10億円以上という規模の法人でも従来のような 100％の回収率を維持
できなくなっていることである．特に，本稿のように大規模法人を中心とする指標を作成しよ
うとする場合には，回収状況によって見かけ上の大きな変動が発生する危険性がある．そのた
めには適当な補完方法を導入することが必要となる．
四半期ごとの地域経済活動指数を作成するためには，法人企業統計の調査対象法人について，

時系列的に接続したパネルデータが必要である．さらに，これらの法人企業と，事業所・企業
統計調査で確認された法人企業を照合し，法人企業が所有する事業所の構造と所在地を確定し
なければならない．法人企業との比較が可能となるのは，最近の事業所・企業統計調査が実施
された平成 13年と平成 18年であるが，今回の分析では平成 18年のデータが利用可能ではな
かったため，平成 13年のデータを利用した．パネルデータの作成および事業所・企業統計の
名簿との照合作業については 6節で説明する．
照合されたデータから地域経済活動指数を作成するために採用した方法は，以下のとおりで

ある．

（1） 地域としては，財務局単位で集計する．これは，統計を作成している財務省調査統計
部に対して，調査の実施部門である財務局が地域情報の提供を求めていることに加え
て，県単位の集計より変動が安定的になることを考慮したものである．
財務局の所在地は表 4の左側に示されているとおりである．財務局単位に加えて都道
府県を単位とする地域指数を作成することも可能である．ただし，それは，北海道を除
いて，財務事務所を単位とする地域指数と同等であり，各地域の事業所数が少なくな
るため，時系列的な変動が大きく，指標としての安定性が失われることが欠点となる．

（2） 法人企業の主要な指標である各四半期の営業利益，経常利益，従業員給与などを，各
企業に所属する事業所の従業者数に比例させて各地域に配分するために，事業所・企
業統計から得られる情報を利用する．実際には業種や職種によって従業者一人あたり
の付加価値額は変動するが，全体として従業者数と付加価値との相関は非常に高いこ
とから採用した方法である．もちろん事業所の活動内容に応じて配分比率を修正する
ことも考えられ，それは将来的に検討すべき課題である．

（3） 指標には経常利益，従業員給与，およびその合計のほか，付随的に営業利益も利用す
ることとし，変数名を以下のように定める．
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表 4. 財務局と財務事務所一覧．

X1 : 営業利益， X2 : 経常利益， X3 : 従業員給与， X4 = X2 + X3

変数を適当に組み合わせて合成した指数も原理的には作成できるが，内閣府の景気動
向指数で利用されている DI のような指標は，変数の数が少ない場合には変動幅が大き
くなりすぎることと，経済指標としての代表性という点で説得力に欠けるため，実用
的とはいい難い．

（4） 地域ごとの合計には大きな格差があることから，これらの変数については，原単位を
直接利用するよりも，適当な時点を基準とした指数とすることが適当である．さらに，
ここで提案している指標の精度は，一般的な政府統計の精度と同列に比較できない程
度に推計に依存する部分が大きいことも，指数が適切と判断する根拠である．ある時
点を 100として基準化し，今後も 5年ごとに指数を改定していけば，消費者物価指数
や国民経済計算などの主要な指数が 5年おきに基準時点が改定されることから，他の
指数の基準改定とも整合的となる．

（5） 平成 20年から調査の対象に追加された金融業と保険業では，売上高や営業利益は製造
業など従来からの対象業種と共通の概念では捉えられない．実際，金融・保険業の調
査票は製造業・非製造業の調査票と異なっている．業種全体では，経常利益および従
業員給与だけが共通する主要な変数となるが，この二つを合計すると近似的な付加価
値となるため，金融・保険業も含めて，上記の X1 ∼X4 にもとづく地域経済指標を導
出することが可能である．
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図 1. 対象法人の数（資本金 10 億円以上）．

2.3 対象法人の特性
まず，指標の対象である資本金 10億円以上の法人企業の特性を明らかにしておく．法人企

業数は図 1に示すとおり，1983年第 1四半期（4–6月期）の 990社から 2005年第 4四半期（1–3

月期）の 1,403社まで，次第に増加している．図の縦線は各年の第 1四半期を示しており，以前
は法人名簿の大きな改定は新しい名簿に基づいて法人数が修正される 4–6月期に行われていた
ため階段状に変化していたが，1993年度以降は年度の途中でも法人数が追加されるようになっ
たなど，法人企業名簿の管理状況が読み取れる．
次に資本金 10億円以上の法人企業と法人企業合計との関係を見よう．上述のように全数調

査の対象として継続的に調査されるのは 10億円以上の法人が中心である．したがって，それ
らの法人企業を用いて作成される地域指数が企業全体の動向を反映できることを確かめる必要
がある．まず，2000年度の法人企業統計年報によると，付加価値の額は全法人で約 277兆円と
なり，これはGDPの 55％程度である．さらに資本金規模別に付加価値およびその主要な内訳
を示した表 5によると，10億円以上の法人は法人企業全体の付加価値の約 30％を生み出して

表 5. 法人企業の付加価値など（平成 12 年度，財務省）．
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表 6. 資本金階層間の付加価値．

表 7. 資本金階層間の付加価値の相関係数．
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図 2. 資本金階級ごとの付加価値の散布図（原単位）．

図 3. 資本金階級ごとの付加価値の散布図（対数）．

いる．
1960年から 2000年にかけて，法人企業の規模別の付加価値を比較するために，表 6に示さ

れる各年度の付加価値から相関係数を求めると表 7のとおりとなる．表で class1 は 1億円未
満，class2 は 1–10億円，class3 は 10億円以上，total は全規模を表している．
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図 4. GDP と法人企業付加価値の比較．

表 6のデータの原単位および対数値について作成した散布図を，図 2と図 3に示す．
散布図からも明らかなように，付加価値の時系列的な傾向は，10億円以上の法人（class3）と

法人企業全体（total）とで非常に高い類似性を示している．なお，原単位と対数値の比較では相
関係数で 0.9980 対 0.9989 と対数値の方が線形性が強く，そのことは散布図にも現われている．
対数値を比較することは伸び率を比較することと同等であり，この結果は，長期的な比較では
指数そのものよりも伸び率を用いる方が適当であることを示している．
また X4（経常利益＋従業員給与）を GDPと比較すると図 4が得られる．1990年代以降の，

経済成長率がゼロに近い時期においても法人企業の系列の変動は大きく，両者の対応関係は以
前に比較してやや弱くなっている．散布図もこのことを反映して右上の部分では GDP（横軸）
の変化が小さい時期に法人企業（縦軸）だけが変動している．これは法人企業の指標が GDPよ
り景気に敏感であることを示しているが，全期間については両者の強い関係が認められること
から，法人企業統計によってマクロの経済活動を相当程度表現できると言える．

3. 地域経済指標とその評価

本節では，上述のような手順で作成した地域経済指標の特性を記述する．なお，できるだけ
多数の法人企業に関する情報を集約するために，6億円以上の法人企業を利用する指標も作成
し，10億円以上の法人を対象とした場合と比較したところ，対象となる法人企業は若干増加さ
せることができても，指標という点からはほとんど差が見いだせなかった．紙幅の関係で図 5

に数例だけを示すが，視覚的に判断しても差は小さい．また X6,t および X10,t をそれぞれ 6億
円以上，10億円以上の法人企業のデータから合成した t時点の値（4指標のいずれか）とすると
き，相違を測る尺度として，

∑

t

|X6,t − X10,t|,
∑

t

|X6,t − X10,t|2

などを形式的に評価してもその差は小さい．
上記のように，対象企業の資本金階級区分が明確となることから，以下では資本金 10億円

以上の法人企業を対象とする指標のみを提示する．
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図 5. 10億円以上（左）と 6億円以上（右）の比較．1段目：全国（X1，指数），2段目：全国（X3，
指数），3 段目：全国（X4，指数）， 4 段目：関東財務局（X4，指数）．

3.1 本社所在地と事業所所在地
各企業の変数 X1 ∼X4のそれぞれを法人企業の本社所在地のみに計上した結果と，事業所に

配分した結果を比較しよう．まず，全国合計では各変数の指数の変化は図 6のようになる．こ
こで指数の基準時点としては 2004年 7–9月期（2004年度第 2四半期）を 100としたが，その理
由は以下のとおりである．
二つの統計を照合する際，2004（平成 16）年事業所・企業統計調査の実施時点は 10月 1日だ

から，期末時点がほぼ一致する時点として，法人企業統計では 2004年 7–9月期が対応する．こ
のことから，指数の基準時点を 2004年第 2四半期（7–9月期）に設定した．将来的にも事業所・
企業に関する全数調査の実施時期を基準時点とすることが適当である．そのため，西暦末尾が
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図 6. X1 ∼X4 の指数（10 億円以上，全国）．

図 7. X1 ∼X4 の前年同期比（10 億円以上，全国）．
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0または 5とならない場合もある．
なお，参考のために前年同期比を図 7に示している．ただし，これは前年同期比を求めた後

で 2004年度第 2四半期（7–9月期）を 100とした図であり，通常の前期比とは表現が異なること
に注意が必要である．

3.2 地域差の縮小
地域配分をしないと，本社の所在する地域にすべての経済的活動が帰属され，地域間格差は

極めて大きなものとなる．2004年度第 4四半期（2005年 1–3月期）について，地域配分前と配分
後の各変数の値を財務局別に示したものが図 8である．配分比率は変数によらず同一だから，
X1 ∼X4 で大きな差は見えないが，地域配分を行わないと関東が圧倒的な割合を占めているの
に対して，地域配分によってある程度は地域の経済活動が反映されることが読み取れる．
地域差に関する簡単な視覚的表現として，2004年度第 4四半期（2005 年 1–3月期）の財務局

ごとの X1 ∼X4 の値を用いて，地域配分前と配分後のローレンツ曲線を比較したものが図 9

である．また，これらの図に対応するジニ係数は表 8に示すとおりである．この表には地域配
分前として，地域配分する前のジニ係数および県別に評価したジニ係数の値も示している．

3.3 ジニ係数の変化
ローレンツ曲線では時間的な変化を表現するためには大量の図が必要となることから，その

代わりとして図 10にジニ係数の時系列グラフを示す．この図には地域配分前（本社にすべて計
上）と地域配分後が対比してあるが，図から読み取れるように，地域配分前ではこの期間中を
通してジニ係数が低下する傾向が見えるのに対して，地域配分後のグラフでは，ジニ係数はほ
ぼ安定的である．これは本社のみが移転した場合に地域配分前の数字を用いると地域的な変化
が過大に評価されることを表しているものであり，地域配分の有効性を明らかに示すものと言

図 8. X1 ∼X4 の原数値（10億円以上，財務局別）（黒：地域配分前，白：地域配分後）．Hd
北海道，Th 東北，Ka 関東，Hr 北陸，Tk 東海，Ki 近畿，Ch 中国，Sh 四国，Ky 九
州，Ok 沖縄．
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図 9. ローレンツ曲線，財務局別（2004 年第 4 四半期）．左：地域配分前，右：地域配分後．

表 8 ジニ係数の比較（2005 年 1–3 月期）．
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図 10. ジニ係数，財務局別．左：地域配分前，右：地域配分後．

える．

3.4 時系列の結果
地域分割の手法を用いた結果については，図 11 から図 14に， X1 ∼X4 の各変数について，

財務局別の指数の時系列のみを示す．
特に X1 と X2 には北海道，東北，沖縄に激しい変動がある．そのほとんどは季節的な変動

である．季節的な変動要因を除いて経済指標を判断するためには季節変動調整を適用すること
が考えられるが，指数としては解釈が容易なものが望ましい．前年同期比はこのような目的の
ために広く用いられるものである．X4 についての前年同期比（基準時点を 100としたもの）は
図 15に示してあるが，伸び率は経済時系列で広く用いられる対数表示とも整合的であり，地
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図 11. 財務局別（10 億円以上 X1，指数）．左上から右へ：北海道，東北，関東，北陸，東海，
近畿，中国，四国，九州，沖縄．
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図 12. 財務局別（10 億円以上 X2，指数）．左上から右へ：北海道，東北，関東，北陸，東海，
近畿，中国，四国，九州，沖縄．
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図 13. 財務局別（10 億円以上 X3，指数）．左上から右へ：北海道，東北，関東，北陸，東海，
近畿，中国，四国，九州，沖縄．
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図 14. 財務局別（10 億円以上 X4，指数）．左上から右へ：北海道，東北，関東，北陸，東海，
近畿，中国，四国，九州，沖縄．
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図 15. 財務局別（10 億円以上 X4，前年同期比）．左上から右へ：北海道，東北，関東，北陸，
東海，近畿，中国，四国，九州，沖縄．
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域経済活動指標としても判断が容易となる．

4. 地域特性の分類と比較

4.1 クラスター分析
上述のように，経済活動の水準には地域によって大きな違いがあることから，各地域を比較

するために変数の絶対水準を用いると，関東地方と近畿地方に経済が集中しているという当然
の結果が出る．ここでは絶対水準よりも変化に注目するため，指数の時系列データに対してク
ラスター分析を適用した．県別，および財務局別の時系列データについてユークリッド距離を
基準として，Ward 法など数種の階層型クラスター分析を実行したが，ここでは財務局別の結
果のみを紹介する．
図 16の一番下にある Ward 法については次のような解釈ができる．まず関東・近畿（東京，

大阪など），北海道・東北，東海（愛知など）のクラスターが，それぞれの類似度が非常に高い
のは説得的である．関東・近畿クラスターと東海・四国・九州クラスターがまとまった後，こ
れが北海道・東北・北陸のクラスターとは相当離れている．最後になるまで沖縄が離れている

図 16. X4 を用いたクラスター分析（10億円以上）．average，centroid，complete，single，
ward 法．
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のも特徴的である．

5. 結論と残された課題

本稿で提案した方法で法人企業の活動を地域間に分割することによって，地域ごとの経済活
動水準に関する四半期の指標を作成することができる．これは従来存在していなかった，全く
新しい指標であり，基本的な作成方法は確立できたものと言える．まだ改善の余地があるもの
の，この指標には各地域における経済状態を示す豊富な情報が含まれているため，様々な利用
方法が考えられ，既存のマクロ経済指標に加えて，地域経済の活況を示す有用な指標となるこ
とが期待される．
一方，以下に示すように，本文中では十分に論じられていない課題がいくつか残されている．

5.1 金融・保険業を含む指標
平成 20年（2008年）4–6月期調査から，金融業と保険業が新たな調査対象として追加された．

したがって，地域経済指標を作成する場合には，これらの業種を含めることが必要となる．具
体的には，金融・保険業においては一般の業種のような売上高を定義することが不可能であり，
そのため，売上高を利用した指標は作成できない．
四半期調査における調査票の種類は「金融業，保険業以外の法人」，「銀行業」，「貸金業，ク

レジットカード業等非預金信用機関」，「金融商品取引業（第一種金融商品取引業であって有価
証券関連業に限る）」，「生命保険業，損害保険業」，「その他の金融商品取引業，商品先物取引
業，その他の保険業」の 6種類がある．そのうち，金融・保険業を含むすべての業種において
調査されている項目は，経常利益，人件費（役員給与，従業員給与，福利厚生費，役員賞与，従
業員賞与）である．売上高は「金融業，保険業以外の法人」以外は調査されない．また営業利
益は「銀行業」，「生命保険業，損害保険業」で調査票項目にない．いずれも，これらの業種の
特性によるものである．
本稿で営業利益，経常利益，従業員給与を中心とした手法を検討した理由は，まず簡易な手

法を適用した結果を確認することのほかに，将来，金融・保険業も含めた指標に拡張すること
を念頭においたことがあった．そのため，これらの新規業種を追加した拡大した地域経済指標
を作成する場合には，その有効性について，改めて吟味する必要がある．

5.2 付加価値に相当する指標
景気動向を把握するためには，月次または四半期の統計が必要であることから，本稿では四

半期別調査を利用する手法のうち，最も容易かつ比較的安定的と考えられる項目を利用するこ
ととした．ところで，法人企業統計の年次別調査では，以下の算式によって付加価値額が算出
されている．

付加価値=役員給与 +従業員給与 +福利厚生費
+動産・不動産賃貸料+営業利益+租税公課

本文で示したX4などの簡易な指標の他に，より正確に付加価値を近似する地域指標として，
さらに精緻化した指標の作成が求められる．しかし，そのためには，四半期調査において関連
する調査項目が安定的に捕捉されることが前提となる．このような調査の実現可能性について
は，現時点では判断が困難であり，当面は近似的な指標を作成するにとどまらざるを得ない．

5.3 季節調整の問題
地域・時期によって季節変動の型が大きく異なることは，3.4節で示した時系列グラフからも

読み取れる．本稿では前年同期比を用いることで季節性の影響を緩和しているが，もちろん，可
変的な季節パターンに対応できる季節調整法を適用すれば，地域指標の解釈が容易になることも
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期待される．季節調整の方法にはいくつかあるが，意味が明確な手法として Decomp は有力な
候補となりうる．現時点では，財務省の法人企業統計の季節調整はセンサス局法 X-12-ARIMA

が用いられているものの，地域指標に関しては同じ手法を適用する必然性はないことから，解
釈の容易な手法を検討することが望ましい．

5.4 パネル化と欠測値補完の問題
地域活動指数の作成に当たっては，2001年と 2004年の調査を組み合わせて照合できた資本

金 10億円以上のすべての法人を利用し，期間の途中で参入や退出が起こった場合も，各時点で
利用可能な法人について指標を作成した．このような方法で指標を作成すると，新規参入が多
い時点では上方に，退出が多い時点では下方に変化する傾向を持つことになり，資本金 10億
円以上の法人企業の構成比が変化するなど，場合によっては偏った指標になる危険性がある．
他方，前期と今期の両方の時点で入手可能な情報のみを利用して指標を作成する方法もいく

つかある．現時点の商業販売統計で，経済産業省が採用している手法として，前期・今期とも
に回答した商業事業所の販売額の比を利用する方法は，その一例である．しかし，このような
方法では，一般には各時点の母集団の推定に偏りが生じる点に注意が必要である．大型小売店
については両方の時点に存在した事業所だけを用いた比の他にも，それぞれの時点で別々に母
集団推定値を作成してその比を計算する方法があり，両者では差がある．そのような問題と誤
差の推定に関しては，美添（1999, 2000），平田 他（2002）のような分析例が存在するが，法人企
業統計に関しても，似たような分析が可能である．
本文で提示した地域活動指数は，小規模法人の新規参入によって既存法人の売上額などが減

少する場合に，経済活動の水準を過小評価する可能性が高い．この問題に対応するためには法
人企業全体の情報を副次的に利用しながら，欠測値を補完することが最も適切と考えられる方
法であり，今後の大きな検討課題である．

5.5 従業者による配分比率の問題
今回，提供を受けたデータでは，照合できる時点は 2001年に限られていたため，その時点

において法人企業が所有する事業所の情報を用いて地域配分の定数を作成した．時点が変われ
ば，事業所の開業・廃業に伴って法人企業の地域配分比率も変化することになるが，そのよう
な情報は利用できなかった．
ただし，短期的な景気指標としては，この点は大きな欠点とは言えない．さらに今後の展望

として，事業所・企業統計調査に代って 5年ごとに実施される予定の経済センサスを利用して，
同様な地域配分比率を求めることができる．このように配分比率を変更する手順を定めれば，
指数の基準時点が 5年ごとに変更されることと同様の手続きであり，他の経済指標にならって
解釈することができる．いずれにしても，5年ごとに基準を改定していくことが望ましい．
なお，法人企業統計に関しても，調査対象企業から 100％の回収率が得られているわけでは

ない．そのため，特に四半期調査の利用には注意すべき点がある．たとえば 1–3月期から 4–6

月期にかけて，新しい母集団名簿における変化を反映して断層が生じること，そのための対応
が必要であることが知られている．その詳細は Yoshizoe et al.（2007）を参照されたい．このよ
うな誤差の存在を前提とすれば，5.4節と本節で指摘した問題も，それだけを取り出して検討
する効果は限定的となる．

6. 補論：法人企業の照合とデータ加工について

本節では今回の分析で利用したデータの加工方法について，その概略を紹介する．
法人企業統計に関しては，周防 他（2009）が作成したパネルデータがある．これは，1983–2005
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図 17. 法人企業統計と事業所・企業統計の照合の概念図．

年の年次調査および四半期調査における調査名簿に基づいて，時系列的に法人企業のミクロ
データを接続したものである．
これと照合すべき事業所・企業統計調査に関しては，最新時点である 2004（平成 16）年の結

果が利用可能であるが，この年の調査は簡易調査のため名寄せが実施できない．したがって，
大規模調査である 2001（平成 13）年調査にさかのぼって事業所間の本所・支所の関係（名寄せ）
を確認しなければならない．今回の目的外利用では名寄せ結果のデータは提供されなかったこ
とから，2001年の調査結果に対して総務省統計局が適用した本所・支所の照合手順を再現した
後で，目視によって若干の本所・支所を追加する作業を統計情報研究開発センターにおいて実
施した．さらに周防 他（2009）は，事業所・企業統計の 2001（平成 13）年調査の事業所を 2004

（平成 16）年調査における民営事業所と照合して接続した．
法人企業統計調査と事業所・企業統計調査の関係については，企業名称および所在地の漢字

文字列による照合が可能な 2004年時点で完全照合が実施され，相互のパネルデータおよび名寄
せ済みデータを接続して分析することが可能になっている（図 17参照）．両調査のパネルデー
タの作成および照合作業の詳細は周防 他（2009）を参照されたい．
以上の手順で接続された法人企業統計調査の四半期パネルデータのうち，本稿では営業利益

（2002年度以前は営業利益，2003年度以降は損益営業余剰），経常利益（2002年度以前は経常利
益，2003年度以降は損益経常利益），従業員給与（2002年度以前は従業員給与，2003年以降は
人件費従業員給与），資本金（当期末）のみを用いた．
また事業所・企業統計調査については，2001年調査の本支・親子名寄せ済みデータのうち，

法人企業統計調査の法人と接続できた単独事業所および本所事業所を用い，各法人（すなわち
本社）の支所となるすべての事業所について，有給役員数，常用雇用者数，臨時雇用者数など
の変数を，当該事業所の所在地である都道府県ごとに集計した．これらのデータ加工作業は古
隅が担当し，その後のデータ分析作業は美添と元山が実施したものである．

謝　　辞

本研究は，松田芳郎教授を研究代表者とする科学研究費補助金「法人企業統計調査と事業所・
企業統計調査のミクロデータの統合新統計の編成と解析研究」（課題番号：17203017）を受けて



328 統計数理　第 57 巻　第 2 号　 2009
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We propose a new regional economic indicator derived by combining two major statis-
tical surveys, Establishment and Enterprise Census and Financial Statistics of Japan. The
former survey is conducted every five years by the Statistics Bureau and covers all estab-
lishments and firms, while the latter is conducted quarterly for incorporated companies
by the Ministry of Finance.

Currently, almost no regional statistics are provided by Financial Statistics, because
major firms have a number of local establishments throughout the country, so allocating
the economic activity of a firm to the region of its headquarter does not make much sense.
On the other hand, regional information concerning business activity is often requested
by economists as well as policy-makers, reflecting the recent tendency of expanding power
of local governments.

Since Establishment and Enterprise Census provides information on structures of
firms and their local establishments, we can create a conversion table through which
establishments are connected to their headquarters. Then we can allocate quarterly eco-
nomic activities of a firm obtained from Financial Statistics to its local establishments, by
utilizing the conversion table. Thus we introduce a new indicator which we call Regional
Economic Activity Indicator.

Based on this indicator, we compare regions in Japan, and find some interesting re-
sults. For example, the regional disparity based on headquarters has increased lately,
because of the moves of many headquarters to metropolitan areas. In contrast, our indi-
cator shows relatively stable regional disparity, reflecting the fact that not so many local
establishments have moved across regions.

After presenting some other results, we also comment on the future role and implica-
tions of our indicator to Japanese official statistics.

Key words: Regional economic indicator, micro data, exact matching, Financial Statistics of Japan,
Establishment and Enterprise Census.


